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企画・経理グループ

　課内の人事管理、予算執行、一般庶務及び他に属さない事項の適正な執行に努めた。

１　公立学校共済組合大阪支部の運営

	
	６年度
	５年度
	４年度

	決算額
	54,714,002,034円
	54,101,625,886円
	57,407,014,739円


　　公立学校共済組合大阪支部の人事管理、予算の編成、執行及び一般庶務事務の執行にあたるとともに、同支部に対し、府費負担教職員に係る短期・厚生年金給付等負担金を交付した。
　　（内訳）

	種　　　　　別
	負担金額（円）
	負　　担　　金　　率

	短期給付

	６/    14,147,331,430 

(介護)  1,245,030,535
５/　　13,427,338,304

(介護)  1,205,392,171

４/    12,597,290,953

(介護)  1,292,258,028
	６/標準報酬月額×49.16/1000

    標準期末手当額×49.16/1000

（介護）

    標準報酬月額×7.96/1000

    標準期末手当等×7.96/1000

	厚生年金給付

	６/　　34,370,791,697
５/　　34,250,831,031　

４/　　37,066,419,727
	６/ 標準報酬月額×138.6953/1000

標準期末手当等×138.6953/1000

	経過措置に伴う
追加費用
	６/    4,722,262,052
５/    5,013,578,380

４/    6,213,555,327


	６/ 標準報酬月額×12月×24.2/1000(義務 厚生年金)
標準報酬月額×12月×2.4/1000(義務 経過的長期)
標準報酬月額×12月×17.0/1000(その他 厚生年金)

標準報酬月額×12月×1.7/1000(その他 経過的長期)

	事務費
	６/      228,586,320
５/      204,486,000

４/      237,490,704
	６/ 組合員1人当たり　5,820円

	　計　
	６/　　54,714,002,034
５/　　54,101,625,886　

４/  　57,407,014,739　　　
	


　　　　　　　　　　　○根拠法令　・地方教育行政の組織及び運営に関する法律

・地方公務員等共済組合法

・義務教育費国庫負担法

・地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
　　　　　　　　　　　　　　      ・公立学校共済組合定款
２　公立学校共済組合大阪支部の経理事務の実施

公立学校共済組合大阪支部の短期、厚生年金、業務、保健及び貸付経理の出納事務を行った。
健康・福祉グループ

１　教職員の健康に資する取組み

（１）府立学校教職員の健康の保持を図るため、各種健康診断を実施した。

ア　府立学校職員の定期健康診断

イ　新規採用教職員雇入時健康診断

ウ　府立学校職員の乳がん・子宮がん検診

エ　府立支援学校教職員の腰痛予防検診

オ　府立学校職員情報機器作業従事職員特別健康診断
カ　府立学校職員特定業務従事者健康診断

	
	６年度
	５年度
	４年度

	決算額
	134,348,126円
	137,009,851円
	139,048,932円


○根拠法令　　学校保健安全法、労働安全衛生法
（２）労働安全衛生法の改正により、平成28年度より開始した府立学校教職員のストレスチェック制度に関する業務を引き続き実施した。

	
	６年度
	５年度
	４年度

	決算額
	4,424,607円
	3,978,678円
	2,623,489円


○根拠法令　労働安全衛生法

（３）府費負担教職員の健康維持を図るため、公立学校共済組合大阪支部が実施する人間ドック事業の成果に期待し、公立学校共済組合大阪支部に対し補助金を交付した。

	
	６年度
	５年度
	４年度

	決算額
	 4,225,000円
	4,227,000円
	4,153,000円


２　教職員健康管理の審査

（1） 結核性疾患教職員の休養、休職、解休養、復職等に関する審査を行い、健康管理の適正を期した。

審 査 内 容　　　　　結核性疾患教職員の審査　　審査件数０回

　　　　　　　　　　　　　　　　　○根拠法令　労働安全衛生法

（2） 大阪府立学校安全衛生協議会を開催し、職場の安全衛生に関する協議を行い、職員の健康の保持増進に努めた。また、大阪府立学校職員健康審査会を開催し、長期にわたり休業・休職していた教職員が復帰・復職するにあたり、健康管理指導区分の配慮すべき内容等について審査・判定を行った。

＜協議会開催等内容＞
　　安全衛生協議会　　　　　　　　　２回
　　　　　　　健康対策部会　　　　　　　　　　２回

　　　　　　　腰痛頚肩腕症部会　　　　　　　　１回

　　　＜健康審査会開催内容＞
　　　　　　　審査件数  　　　208件

　　　　　　　　　　　　○根拠法令　大阪府立学校職員安全衛生管理規程

３　心身の故障による休職者への対応

　　精神疾患により休職している教員が円滑な職場復帰を行うとともに、再発を防止するため、「職場復帰支援事業」を実施した。

　　　＜職場復帰支援事業の実施状況（令和６年度）＞
　　　　　　　府立学校　　　　 12 名

　　　　　　　市町村立学校　　 ３ 名

	
	６年度
	５年度
	４年度

	決算額
	2,433,241円
	2,433,241円
	2,433,241円


４　府立学校教職員に対する被服の貸与
　　府立学校の教職員で特定の業務に従事する者に対して、勤務条件の適正化を図り、業務能率の向上を図ることを目的に被服の貸与を行った。

	
	６年度
	５年度
	４年度

	決算額
	19,703,871円
	17,994,526円
	18,206,155円


　　　　　　　　　　　　○根拠法令　大阪府立高等学校等教職員被服貸与規程

５　財産形成貯蓄制度の実施
　　教職員の計画的な財産形成を促進し、生活の安定を図るよう、昭和59年度から財産形成貯蓄制度を実施した。

　　　　　　　　　　　　○根拠法令　・勤労者財産形成促進法

・大阪府教育委員会教職員の財産形成貯蓄に関する規程

６　公立学校共済組合大阪支部の保健事業の実施
　　公立学校共済組合大阪支部所属の組合員及びその被扶養者の健康の保持増進等に資するため各種の保健事業を行った。

７　公立学校共済組合大阪支部の貸付事業の実施
　　公立学校共済組合大阪支部所属の組合員に対して、住宅貸付及び一般貸付等の貸付事業を行った。

医療・資格グループ

公立学校共済組合大阪支部の短期給付事業の実施
　公立学校共済組合大阪支部所属の組合員及びその被扶養者に対する療養費等の短期給付を行った。

年金グループ
１　恩給等の支給
　　昭和37年11月30日までに退職した教職員に対する恩給・退隠料等の支給を行った。
○根拠法令 ・恩給法　
・府吏員退隠料等条例
・府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例
	
	6年度
	5年度
	4年度

	当初予算額
	41,088,000円
	50,040,000円
	55,004,000円

	決算額
	33,122,533円
	43,162,033円
	50,319,842円


	
	6年度
	5年度
	4年度

	
	人員
	支給額（円）
	人員
	支給額（円）
	人員
	支給額（円）

	恩 給 法
	普通恩給
	5
	6,037,575
	8
	10,341,898
	8
	11,998,500

	
	普通扶助料
	22
	21,667,857
	26
	26,625,982
	28
	31,170,749

	
	公務扶助料
	1
	2,005,950
	1
	1,966,800
	1
	1,966,800

	金及び退職一時金条例
府費負担教職員退職年
	通　　　算

退職年金
	11
	 3,160,114
	11
	 3,553,998
	13
	3,888,869

	
	通算遺族年金
	1
	251,037
	2
	673,355
	4
	1,294,924

	合　　計
	40
	33,122,533
	48
	43,162,033
	54
	50,319,842


２　公立学校共済組合大阪支部の長期給付事業の実施
　公立学校共済組合大阪支部所属の組合員等にかかる年金請求書等の必要書類を本部に進達した。
